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本報告書の調査は、小坂製錬株式会社小坂線茂内駅～大館駅間列車脱線

事故の鉄道事故に関し、航空・鉄道事故調査委員会設置法に基づき、航空・

鉄道事故調査委員会により、鉄道事故の原因を究明し、事故の防止に寄与

することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行わ

れたものではない。
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鉄道事故調査報告書

鉄道事業者名：小坂製錬株式会社

事 故 種 類：列車脱線事故

発 生 日 時：平成１８年１月１４日 １０時３０分ごろ

発 生 場 所：秋田県大館市

小坂線茂内駅～大館駅間
しげない おおだて

大館駅起点９ｋ３２８ｍ付近

平成１９年 １ 月１８日

航空・鉄道事故調査委員会（鉄道部会）議決

委 員 長 佐 藤 淳 造

委 員 楠 木 行 雄

委 員 佐 藤 泰 生（部会長）

委 員 中 川 聡 子

委 員 宮 本 昌 幸

委 員 山 口 浩 一

１ 鉄道事故調査の経過

１.１ 鉄道事故の概要

小坂製錬株式会社の小坂線小坂駅発大館駅行き１２両編成（機関車１両と貨車１１

両）の上り第５２列車（初列車）は、平成１８年１月１４日（土）、茂内駅を定刻

（１０時２０分）から約４分遅れて出発した。

列車の運転士は、速度約１５km/hで力行運転していたが、線路上の積雪の影響によ

り列車の速度が約５km/hまで低下し、１０時３０分ごろ、少し落下したような軽い衝

撃があったため、非常ブレーキを使用して列車を停止させた。

列車の停止後、確認したところ、１両目機関車（車両は機関車を含め前から数え、

前後左右は進行方向を基準とする ）の前台車第１軸が右へ脱線していた。。

列車には、運転士、車掌及び社員１名（線路巡回の保線係員）が乗車していたが、

死傷者はなかった。
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１.２ 鉄道事故調査の概要

1.2.1 調査組織

航空・鉄道事故調査委員会は、平成１８年１月１４日、本事故の調査を担当する

主管調査官ほか１名の鉄道事故調査官を指名した。

東北運輸局は、本事故調査の支援のため、職員を事故現場に派遣した。

1.2.2 調査の実施時期

平成１８年１月１５日及び１６日 現場調査、車両調査及び口述聴取

1.2.3 原因関係者からの意見聴取

原因関係者から意見聴取を行った。

２ 認定した事実

２.１ 運行の経過

事故に至るまでの経過は、小坂製錬株式会社（以下「同社」という。）の上り第

５２列車（以下「本件列車」という ）の運転士（以下「運転士」という ）の口述に。 。

よれば、概略次のとおりであった。

朝のミーティングにおいて運転指令より、線路上に積雪があるので１両目機関

車に取り付けられているスノープラウの翼を下げて除雪しながら運転するよう指

示があった。

本件列車は、茂内駅において１両目機関車に付着した雪を取り除いて、同駅を

定刻（１０時２０分）より４分遅れて出発した。

茂内駅を出発してから直線区間は３０km/h、曲線区間は２０～２５km/hの速度

で走行し、途中の線路上の積雪はそんなに多いとは感じなかったが、１両目機関

車に取り付けたスノープラウには除雪による抵抗があった。

本件列車は、速度２０km/h以下に運転規制されている事故現場付近の落石雪要

注意箇所に速度約１５km/hで進入後、速度が低下し始め、その後、車掌及び保線

係員が１両目機関車の前頭デッキ両側に出て誘導してくれた。線路上の積雪の除

雪による抵抗により自然に５km/hくらいまで速度が低下してきたが、事故現場付

近の曲線区間を超えればもう雪はなくなるので、停止させるわけにはいかないと

思い、さらに速度低下しないようノッチを操作しながら速度約５km/hで走行中、



１ 「レール面」とは、左右のレールの頭頂面を含む平面をいう。
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少し落下したような軽い衝撃があったため、非常ブレーキを使用した。

停止後、車掌及び保線係員から１両目機関車の前台車第１軸が右へ脱線してい

るという報告があったので、その旨を運転指令に連絡した。

今まで積雪が３０cmくらいあってもスノープラウで寄せて走れたが、事故当日

は小雨が降って湿っていたので、考えが甘かったかなと思う。茂内駅では雪が水

分を含んで重かったが、事故現場付近でも重くなっているとは思わなかった。

なお、事故当日は線路上の積雪により本件列車の速度が低下したように感じた

が、このような経験は初めてであった。

また、事故前日（１月１３日）１５時４０分ごろ下り第５３列車を運転して、

事故現場付近を通過したが、特に支障はなかった。

一方、本件列車の車掌（以下「車掌」という ）の口述によれば、事故に至るまで。

の経過は概略次のとおりであった。

茂内駅を少し遅れて出発し、事故現場の１００ｍくらい手前から１両目機関車

の前頭デッキ右側に出て積雪の状況を確認した。

事故現場左側に落石防止柵（以下「本件落石防止柵」という ）があるが、積。

雪はその本件落石防止柵を超えるくらい溜まっていた。事故現場付近の線路上は

極端に雪が多いとは感じなかったが、少しずつ本件列車の前に溜まるので、速度

約５km/hで押していった。私は異常を感じなかったが、運転士が本件列車を停止

させた。運転士が「脱線したかもしれない」と言ったので確認すると、１両目機

関車の前台車第１軸が脱線していたので運転士に報告した。

線路上に雪が多く堆積していれば列車を止めるが、止めるほどの雪ではなかっ

たし、ずっと続いているわけではなくいけると思った。雨で水分を含んだ重い雪

になっていることには気付かなかった。事故現場付近の曲線区間を越えれば、あ

とは雪がないのでいけると思った。

事故現場付近では雪が急に増え、１両目機関車の前頭デッキの上まで雪の固ま

りがあった。普段はここまであることはなく、本件列車を運行した判断が甘かっ

た。

また、本件列車に添乗していた保線係員の口述によれば、事故に至るまでの経過は

概略次のとおりであった。

気温が高くなったので、今後の作業や除雪が必要な箇所を把握するため、小坂

駅～大館駅間を往復する予定で、事故当日の初列車である本件列車に添乗してい

た。

小坂駅で積雪を確認したら、レール面 上１０cmくらいあった。
１
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事故現場の１００ｍくらい手前から少し雪が多くなったので、１両目機関車の

前頭デッキ左側に出て積雪の状況を確認した。線路上の積雪は、１両目機関車の

左端付近で３０cmくらいあったが、レールの上はそれより少なかった。

事故現場付近の積雪はもう少し多かったが、通常であれば乗り切れるくらいの

量であると思い、運転士に本件列車を停止させるよう指示しなかった。しかし、

１両目機関車の下に雪が堆積してきたかなと思った時、運転士が停止させた。そ

の際、乗り上がるなどの異常は感じなかった。

事故現場の約１５ｍくらい手前までは、スノープラウで雪を左右に飛ばしてい

たが、それ以降徐々にスノープラウの前に雪が溜まりだし、本件列車が停止した

時点では１両目機関車の左側面及び前面の雪の高さはレール面上１.３ｍくらい

あった。なお、この高さでの水分を含んだ重い雪は初めてである。

運転士及び車掌によると、本件列車が小坂駅を出発する前に行ったブレーキ試験で

は、その機能に異常は認められなかった。

なお、本事故の発生時刻は、１０時３０分ごろであった。

（付図１、２、３及び写真１、２、３参照）

２.２ 人の死亡、行方不明及び負傷

な し

２.３ 物件の損傷に関する情報

な し

２.４ 乗務員等に関する情報

運転士 男性５６歳

甲種内燃車運転免許 平成元年 ６ 月１５日

車 掌 男性５８歳

保線係員 男性５８歳

２.５ 鉄道施設及び車両に関する情報

2.5.1 鉄道施設の概要

(1) 同社の小坂線は単線で、列車の運行は１日２往復、最高運転速度は５０

km/hである。

(2) 事故現場は平坦な半径１６０ｍの右曲線区間である。線路の左側は上り勾

配の切取のり面であり、右側は下り勾配ののり面及び護岸で、下には長木川
・ ・

が流れている。左側の切取のり面の勾配は１：０.７５程度（水平からの角
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度約５３°）である。

(3) 事故現場を含む大館駅起点９ｋ３００ｍ～５３０ｍ（以下「大館駅起点」

は省略 ）の線路左側には、本件落石防止柵、落石雪防止柵及び落石防止網。

が設置されている。なお、事故現場付近の本件落石防止柵は左レールの左側

約１.４ｍの位置に設置されている。

(4) 事故現場付近のレールの種類は４０kgＮレール、まくら木は木まくら木で

２５ｍ当たり３７本、道床の種類は砕石である。

（付図３及び写真１参照）

2.5.2 車両の概要

(1) 内燃機関車（ＤＤ１３３）が、コンテナ車（コキ５００００形）２両及

びタンク車（タキ２９３００形、タキ５７５０形）９両をけん引する列車

であった。

(2) １両目機関車の定期検査の記録には、異常は認められなかった。

（付図４参照）

２.６ 気象等に関する情報

当時の事故現場付近の天気は小雨であった。

事故現場の南西約１０kmに位置する大館地域気象観測所（アメダス）の記録による

と、事故前日（１月１３日）１６時００分から事故当日１０時００分までの降水量は

１９mmであった。事故当日の最低気温は－１.１℃、平均気温は０.６℃、１０時の気

温は０.５℃であった。

同社の記録によると、小坂駅における降雪量は、事故前々日（１月１２日）８時か

ら事故前日（１月１３日）８時までが約１６cm、事故前日（１月１３日）８時から事

故当日８時までが約１０cmであった。

２.７ 運転取扱い及び除雪に関する情報

2.7.1 積雪時の運転取扱い

同社では、積雪時における運転取扱いに関する具体的なマニュアルはない。

事故現場付近は、線路左側が急勾配の切取のり面であること及び左レールの左側

約１.４ｍの位置に本件落石防止柵があり、ラッセル除雪車による除雪及び列車の

スノープラウによる除雪が困難な場合があることから、必要な場合は手作業又は小

型除雪機械で本件落石防止柵の線路側を除雪することとしている。

小坂駅において前日８時から当日８時までの降雪量が概ね３０cm以上あった場

合、営業列車の運行前に落石雪要注意箇所等の臨時の点検を保線係員が実施して、
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積雪状況等を運転指令に報告することとされている。

この保線係員からの報告、小坂駅、茂内駅及び大館駅からの降雪量の報告、小坂

駅からの雪質の報告、テレビ等からの天気予報の情報並びに前日の最終列車の運転

士から得られる沿線の積雪状況の報告により、関係者が協議して、手作業若しくは

小型除雪機械で除雪するか、ラッセル除雪車を運行し除雪するか又は列車のスノー

プラウにより除雪するかを運転指令が判断し、列車の運行を行っている。なお、ス

ノープラウの翼下端は、翼を下げている場合レール面上約６cm、翼を上げている場

合レール面上約２５cmである。

（付図３、４参照）

2.7.2 事故当日の状況等

事故当日は、運転指令に小坂駅から降雪量が約１０cmであり雪質は湿った雪であ

。 、ること並びに茂内駅及び大館駅から降雪量が少なかったことの報告があった また

事故前日には最終列車である第５３列車の運転士から運転に支障がなかった旨の報

告が運転指令にあった。

このため、運転指令は、それまでの経験から、スノープラウによる除雪をしなが

ら本件列車を運転することとした。

なお、本件列車の運転途中に乗務員等が１両目機関車の前頭デッキに出て積雪の

状況を確認したが、同社によれば、このようなことは通常行っていないとのことで

ある。

本件列車の直近に事故現場を通過した列車は、事故前日の最終列車の下り第５３

列車（１５時４０分ごろ事故現場を通過）である。それ以降、事故発生まで事故現

場付近の積雪状況の確認は行われていない。

事故直近にラッセル除雪車を運行して除雪したのは１月５日である。通常は列車

の１両目機関車に取り付けられているスノープラウの翼を下げて除雪を行ってお

り、事故直近にスノープラウにより除雪したのは、事故前日の上り第５２列車

（１０時３２分ごろ事故現場を通過）の時である。

事故当日午前は、本件列車に添乗した保線係員により除雪の必要な箇所がないか

を点検するとともに、別の保線係員により踏切の除雪を行い、事故当日午後は、事

故現場付近の本件落石防止柵の線路側を手作業又は小型除雪機械で除雪することと

していた。

同社によれば、保線係員による定期的な線路の巡回検査は、１週間に１回行って

おり、その際、沿線の積雪状況も点検している。

事故現場付近の巡回検査は、事故前々日（１月１２日）に実施しており、レール

面上には約１０cmの積雪、本件落石防止柵付近で約１ｍの積雪であった。
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２.８ 事故現場に関する情報

(1) 本件列車の停止位置は、先頭が９ｋ３２８ｍ、最後部が９ｋ４６９ｍであっ

た。また、９ｋ３３２ｍ付近の右レール頭頂面には、約６３cmにわたり車輪の

フランジによると見られる痕跡があったが、まくら木や締結装置には脱線によ

る痕跡は見られなかった。

(2) １両目機関車の前面には雪が堆積し、同車両前部床下及び同車両左側面と本

件落石防止柵との間に圧雪が溜まっていた。

(3) 事故現場付近の積雪は、水分を含む重いもので、右側は右レール頭頂面上で

高さ約１０cm、左側は線路左側の切取のり面から落ちてきた雪も加わり、左レ

ールの左側のところでレール面上約３０cmあり、また、本件落石防止柵付近で

レール面上約１.５ｍであった。

（付図３及び写真１、２、４参照）

３ 事実を認定した理由

３.１ 2.7.2に記述したように、事故前々日に行われた保線係員による巡回検査にお

いて、事故現場付近の本件落石防止柵付近は約１ｍの積雪となっていたが、これにつ

いては、この箇所への降雪や、線路左側の急勾配の切取のり面から雪が落ちて堆積し

たことによるものと推定される。

また、2.5.1(3)に記述したように、線路に近接して本件落石防止柵が設けられてい

たことから、ラッセル除雪車又はスノープラウの翼を下げた列車により除雪した雪が

本件落石防止柵の線路側に堆積したものと推定される。これらの堆積した雪について

は、事故当日の午後に手作業又は小型除雪機械で線路外へ除雪しようと計画していた

ものと推定される。

２.６、2.7.2及び２.８(3)に記述したように、事故当日に降雪及び降雨があったこ

とから、線路左側の急勾配の切取のり面から線路上に雪が落ち、線路上に水分を含む

重い雪が小坂駅から報告を受けた降雪量（約１０cm）以上に堆積（右レール頭頂面上

約１０cm、左レールの左側でレール面上約３０cm）したものと推定される。

2.7.2に記述したように、小坂駅で降雪量が約１０cmである旨の報告及び事故前日

の最終列車である第５３列車の運転士から運転に支障がなかったとの報告が運転指令

にあったことなどにより、それまでの経験から、スノープラウの翼を下げて本件列車

による除雪を行うこととしたものと推定される。
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３.２ 事故後、本件列車の状況は、２.８(2)に記述したように、１両目機関車の前

面には雪が堆積し、この雪が水分を含む重い状態であり、同車両前部床下及び同車両

左側面と本件落石防止柵との間に圧雪として溜まっていた。

これについては、３.１に記述したように、本件落石防止柵付近の線路上に水分を

含む重い雪が堆積していたこと、及び、本件落石防止柵と１両目機関車左側面との間

隔が狭かったため、スノープラウで押された雪の逃げ場がなくなったことによるもの

と推定される。

本件列車は、１両目機関車の前部床下及び同車両左側面と本件落石防止柵との間に

溜まった圧雪により、同車両が上方に押し上げられるとともに、右に押し出されたた

め、同車両前台車第１軸が右に脱線したものと推定される。

３.３ 2.7.1に記述したように、小坂駅において降雪量が概ね３０cm以上あった場合

には、保線係員が落石雪要注意箇所等の臨時の点検を実施するものとされていた。

３.１に記述したとおり、本件落石防止柵付近の線路上には水分を含む重い雪が降

雪量以上に堆積することとなったが、2.7.2の記述から、茂内駅及び大館駅から降雪

量が少ないとの報告並びに小坂駅から降雪量が約１０cmであるとの報告があったこと

から、臨時の点検は実施されなかったものと推定される。

なお、２.１に記述した運転士の口述から、水分を含む重い雪はスノープラウで除

雪しにくいものと考えられ、また、2.5.1(3)及び３.１に記述したとおり、線路に近

接して本件落石防止柵が設けられていたことから、ラッセル除雪車又はスノープラウ

の翼を下げた列車により除雪した雪が本件落石防止柵の線路側に堆積することとなる

と考えられるため、手作業又は小型除雪機械などで、堆積した雪を線路外へ除雪する

ことが必要であった。

したがって、このような急勾配の切取のり面において、線路に近接して落石防止柵

が設けられている箇所については、降雪又は降雨があったときなどには、列車の運行

の前に、線路の積雪状況について実地に確認し、必要な場合は手作業又は小型除雪機

械で除雪するなど、具体的なマニュアルを定めておくことが重要である。

４ 原 因

本事故は、本件落石防止柵付近の線路上に水分を含む重い雪が堆積していたにもか

かわらず、それまでの経験から、スノープラウの翼を下げて本件列車による除雪を行
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ったことから、本件列車の床下及び左側に溜まった水分を含む重い圧雪によって１両

目機関車が押し上げられるとともに右へ押し出されたため、同車両前台車第１軸が右

へ脱線したことによるものと推定される。

５ 参考事項

同社では、本事故の発生後に、次の事項についてマニュアルを定めて実施すること

とした。

(1) 従来は除雪作業と営業運転を同時に行っていたが、これを別々に行うこと。

、 。(2) スノープラウによる除雪は 機関車単独にスノープラウを取り付けて行うこと

(3) レール面上の積雪２０cmを目安に除雪を行うこと。

(4) 吹き溜まり及び線路脇に寄せた雪がレール面上５０cmを超えた場合、ラッセル

除雪車又は小型除雪機械等で除雪を行うこと。
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付図１　小坂線路線図

事故現場

大
館

茂
内

小
坂

１３.９km ８.４km

Ｎ

500m 5000 1000 1500

1:25,000

国土地理院　２万５千分の１　地形図使用

小坂

事故現場

９.３２８km

- 10 -
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写真１　事故翌日の線路の状況
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写真２　脱線現場の状況

写真３　脱線した１両目機関車
第１軸左車輪
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写真４　９ｋ３３２ｍ付近の右レール上の痕跡

フランジによると
みられる痕跡



≪参 考≫

本報告書本文中に用いる解析の結果を表す用語の取扱いについて

本報告書の本文中「３ 事実を認定した理由」に用いる解析の結果を表す用語は、

次のとおりとする。

①断定できる場合

・・・「認められる」

②断定できないが、ほぼ間違いない場合

・・・「推定される」

③可能性が高い場合

・・・「考えられる」

④可能性がある場合

・・・「可能性が考えられる」




